
千葉市総合事業
サービスコード表

A２  千葉市訪問介護相当サービス　サービスコード表（Ｒ３．４．１～）  　【令和３年４月２７日修正】
＜訪問介護相当サービス＞

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

A2 1111 訪問介護相当サービスⅠ 1,176 1月につき

A2 1211 訪問介護相当サービスⅡ 2,349

A2 1321 訪問介護相当サービスⅢ 要支援2（週2回を超える程度・提供回数が月12回以上） 3,727

A2 2411 訪問介護相当サービスⅣ 要支援1・2（週1回程度・提供回数が月3回以下） 268 1回につき

A2 2511 訪問介護相当サービスⅤ 要支援1・2（週2回程度・提供回数が月7回以下） 272

A2 2621 訪問介護相当サービスⅥ 要支援2（週2回を超える程度・提供回数が月11回以下） 287

A2 1411 訪問介護相当サービス短時間 要支援1・2（20分未満・1月につき22回まで） 167

A2 6001 訪問介護相当サービス同一建物減算 所定単位数の 減算 1月につき

A2 4001 訪問介護相当サービス初回加算 (8)初回加算 単位加算 200

A2 4003 訪問介護相当サービス生活機能向上連携加算Ⅰ ア　生活機能向上連携加算(Ⅰ) 単位加算 100

A2 4002 訪問介護相当サービス生活機能向上連携加算Ⅱ イ　生活機能向上連携加算(Ⅱ) 単位加算 200

A2 6269 訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅰ ア　介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の 137/1000 加算

A2 6270 訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅱ イ　介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の 100/1000 加算

A2 6271 訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅲ ウ　介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の 55/1000 加算

A2 6273 訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅳ エ　介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウで算出した単位数の 加算

A2 6275 訪問介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ オ　介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウで算出した単位数の 加算

A2 6278 訪問介護相当サービス特定処遇改善加算Ⅰ

A2 6279 訪問介護相当サービス特定処遇改善加算Ⅱ

A2 8310 訪問介護相当サービス令和3年9月30日までの上乗せ分 所定単位数の 1/1000

要支援1・2（週1回程度・提供回数が月4回以上）(1)訪問介護相当ｻｰﾋﾞｽ費（独自）（Ⅰ）

要支援1・2（週2回程度・提供回数が月8回以上）(2)訪問介護相当ｻｰﾋﾞｽ費（独自）（Ⅱ）

(3)訪問介護相当ｻｰﾋﾞｽ費（独自）（Ⅲ）

(11)介護職員等特定処遇改善加算

1月につき

ア　介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)　　　　　　　所定単位数の　　　　63/1000　加算　　

イ　介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)　　　　　　　所定単位数の　　　　42/1000  加算

90%

80%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 10%

(4)訪問介護相当ｻｰﾋﾞｽ費（独自）（Ⅳ）

(9)生活機能向上連携加算

200

(5)訪問介護相当ｻｰﾋﾞｽ費（独自）（Ⅴ）

(6)訪問介護相当ｻｰﾋﾞｽ費（独自）（Ⅵ）

(7)訪問介護相当ｻｰﾋﾞｽ費（独自）（短時間）

新型コロナウイルス感染症への対応

　
(10)介護職員処遇改善加算

100

200
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千葉市総合事業
サービスコード表

A３  千葉市生活援助型訪問サービス　サービスコード表（Ｒ３．４．１～）　【令和３年４月２７日修正】
＜生活援助型訪問サービス＞

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

A3 1001 生活援助型訪問サービスⅠ(90) 要支援1･2（週1回程度） 1,176

A3 1005 生活援助型訪問サービスⅠ・同一(90) × 1,058

A3 1011 生活援助型訪問サービスⅠ(80) 1,176

A3 1015 生活援助型訪問サービスⅠ・同一(80) 単位 × 1,058

A3 1031 生活援助型訪問サービスⅠ(70) 1,176

A3 1035 生活援助型訪問サービスⅠ・同一(70) × 1,058

A3 1021 生活援助型訪問サービスⅠ(災害) 1,176

A3 1025 生活援助型訪問サービスⅠ・同一(災害) (提供回数が月5回以上) × 1,058

A3 1101 生活援助型訪問サービスⅡ(90) 要支援1･2（週2回程度） 2,349

A3 1105 生活援助型訪問サービスⅡ・同一(90) × 2,114

A3 1111 生活援助型訪問サービスⅡ(80) 2,349

A3 1115 生活援助型訪問サービスⅡ・同一(80) 単位 × 2,114

A3 1131 生活援助型訪問サービスⅡ(70) 2,349

A3 1135 生活援助型訪問サービスⅡ・同一(70) × 2,114

A3 1121 生活援助型訪問サービスⅡ(災害) 2,349

A3 1125 生活援助型訪問サービスⅡ・同一(災害) (提供回数が月10回以上) × 2,114

A3 1201 生活援助型訪問サービスⅢ(90) 要支援2 3,518

A3 1205 生活援助型訪問サービスⅢ・同一(90) （週2回を超える程度） × 3,166

A3 1211 生活援助型訪問サービスⅢ(80) 3,518

A3 1215 生活援助型訪問サービスⅢ・同一(80) 単位 × 3,166

A3 1231 生活援助型訪問サービスⅢ(70) 3,518

A3 1235 生活援助型訪問サービスⅢ・同一(70) × 3,166

A3 1221 生活援助型訪問サービスⅢ(災害) 3,518

A3 1225 生活援助型訪問サービスⅢ・同一(災害) (提供回数が月14回以上) × 3,166

A3 1301 生活援助型訪問サービスⅣ(90) 要支援1・2 253 1回につき

A3 1305 生活援助型訪問サービスⅣ・同一(90) （生活援助型サービス費 × 228

A3 1311 生活援助型訪問サービスⅣ(80) Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ以外） 253

A3 1315 生活援助型訪問サービスⅣ・同一(80) 単位 × 228

90%

※自己負担が
   ２割の場合

90%

※自己負担が
   ３割の場合 事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

253

※災害減免の
　対象者の場合 事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

※自己負担が
   １割の場合

90%

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 90%

※自己負担が
   ２割の場合 事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

※災害減免の
　対象者の場合

※自己負担が
   １割の場合 事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 90%

※自己負担が
   ３割の場合

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

※自己負担が
   ２割の場合

※災害減免の
　対象者の場合

※自己負担が
   ２割の場合 事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 90%

※自己負担が
   ３割の場合 90%

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

1月につき

(3)生活援助
型サービス
費(Ⅲ）

3,518

※自己負担が
   １割の場合 事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

90%

2,349
(2)生活援助
型サービス
費(Ⅱ）

(1)生活援助
型サービス
費(Ⅰ）

1,176 事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 90%

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

90%

90%

90%

90%

※自己負担が
   １割の場合

事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

90%

(4)生活援助
型サービス
費(Ⅳ）
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千葉市総合事業
サービスコード表

＜生活援助型訪問サービス＞続き

A3 1331 生活援助型訪問サービスⅣ(70) 要支援1・2 253 1回につき

A3 1335 生活援助型訪問サービスⅣ・同一(70) （生活援助型サービス費 × 228

A3 1321 生活援助型訪問サービスⅣ(災害) Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ以外） 253

A3 1325 生活援助型訪問サービスⅣ・同一(災害) 単位 × 228

A3 1009 生活援助型訪問サービス初回加算(90) 初回加算 ※自己負担が1割の場合 単位加算 200

A3 1019 生活援助型訪問サービス初回加算(80) 初回加算 ※自己負担が2割の場合 単位加算 200

A3 1039 生活援助型訪問サービス初回加算(70) 初回加算 ※自己負担が3割の場合 単位加算 200

A3 1029 生活援助型訪問サービス初回加算(災害) 初回加算 ※災害減免の対象者の場合 単位加算 200

A3 8321 生活援助型訪問サービス（90）令和3年9月30日までの上乗せ分 1

A3 8322 生活援助型訪問サービス（90）令和3年9月30日までの上乗せ分 2

A3 8323 生活援助型訪問サービス（90）令和3年9月30日までの上乗せ分 3

A3 8324 生活援助型訪問サービス（90）令和3年9月30日までの上乗せ分 4

A3 8331 生活援助型訪問サービス（80）令和3年9月30日までの上乗せ分 1

A3 8332 生活援助型訪問サービス（80）令和3年9月30日までの上乗せ分 2

A3 8333 生活援助型訪問サービス（80）令和3年9月30日までの上乗せ分 3

A3 8334 生活援助型訪問サービス（80）令和3年9月30日までの上乗せ分 4

A3 8341 生活援助型訪問サービス（70）令和3年9月30日までの上乗せ分 1

A3 8342 生活援助型訪問サービス（70）令和3年9月30日までの上乗せ分 2

A3 8343 生活援助型訪問サービス（70）令和3年9月30日までの上乗せ分 3

A3 8344 生活援助型訪問サービス（70）令和3年9月30日までの上乗せ分 4

A3 8351 生活援助型訪問サービス（災害）令和3年9月30日までの上乗せ分 1

A3 8352 生活援助型訪問サービス（災害）令和3年9月30日までの上乗せ分 2

A3 8353 生活援助型訪問サービス（災害）令和3年9月30日までの上乗せ分 3

A3 8354 生活援助型訪問サービス（災害）令和3年9月30日までの上乗せ分 4

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

1月につき

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

※災害減免の
　対象者の場合

200

200

※自己負担が
   ３割の場合 事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

200

200

90%事業所と同一建物の利用者またはこれ以外に同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

90%

新型コロナウイルス感染症への対応

253

(4)生活援助
型サービス
費(Ⅳ）

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症への対応

※自己負担が1割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が1～1499単位の場合

※自己負担が1割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が1500～2499単位の場合

※自己負担が1割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が2500～3499単位の場合

※自己負担が1割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が3500～4499単位の場合

※自己負担が2割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が1～1499単位の場合

※自己負担が2割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が1500～2499単位の場合

※自己負担が2割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が2500～3499単位の場合

※自己負担が2割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が3500～4499単位の場合

※自己負担が3割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が1～1499単位の場合

※災害減免の対象者の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が3500～4499単位の場合

※自己負担が3割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が1500～2499単位の場合

※自己負担が3割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が2500～3499単位の場合

※自己負担が3割の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が3500～4499単位の場合

※災害減免の対象者の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が1～1499単位の場合

※災害減免の対象者の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が1500～2499単位の場合

※災害減免の対象者の場合　生活援助型訪問サービス費（Ⅰ）～（Ⅲ）、（Ⅳ）×回数 が2500～3499単位の場合
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千葉市総合事業
サービスコード表

A６  千葉市通所介護相当サービス　サービスコード表（Ｒ３．４．１～）【令和３年４月２７日修正】
＜通所介護相当サービス＞

通常

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

A6 1111 通所介護相当サービス１ (要支援１) （提供回数が月4回以上） 単位 1,672 1月につき

A6 1121 通所介護相当サービス２ (要支援２) （提供回数が月8回以上） 単位 3,428

A6 1113 通所介護相当サービス３ (要支援１) （提供回数が月3回以下） 単位 384 1回につき

A6 1123 通所介護相当サービス４ (要支援２) （提供回数が月7回以下） 単位 395

A6 6105 通所介護相当サービス１同一建物減算 (要支援１) 単位減算 -376 1月につき

A6 6106 通所介護相当サービス２同一建物減算 (要支援２) 単位減算 -752

A6 5010 通所介護相当サービス生活向上グループ活動加算 単位加算 100

A6 5002 通所介護相当サービス運動器機能向上加算 単位加算 225

A6 6109 通所介護相当サービス若年性認知症受入加算 単位加算 240

A6 6116 通所介護相当サービス栄養アセスメント加算 単位加算 50

A6 5003 通所介護相当サービス栄養改善加算 単位加算 200

A6 5004 通所介護相当サービス口腔機能向上加算Ⅰ 単位加算 150

A6 5011 通所介護相当サービス口腔機能向上加算Ⅱ 単位加算 160

A6 5006 通所介護相当サービス複数サービス実施加算Ⅰ１ ア　選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 運動器機能向上及び栄養改善 単位加算 480

A6 5007 通所介護相当サービス複数サービス実施加算Ⅰ２ 運動器機能向上及び口腔機能向上 単位加算 480

A6 5008 通所介護相当サービス複数サービス実施加算Ⅰ３ 栄養改善及び口腔機能向上 単位加算 480

A6 5009 通所介護相当サービス複数サービス実施加算Ⅱ イ　選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 運動機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 単位加算 700

A6 5005 通所介護相当サービス事業所評価加算 単位加算 120

A6 6011 通所介護相当サービス提供体制強化加算Ⅰ１ ア　サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 要支援１ 単位加算 88

A6 6012 通所介護相当サービス提供体制強化加算Ⅰ２ 要支援２ 単位加算 176

A6 6107 通所介護相当サービス提供体制強化加算Ⅱ１ イ　サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 要支援１ 単位加算 72

A6 6108 通所介護相当サービス提供体制強化加算Ⅱ２ 要支援２ 単位加算 144

A6 6103 通所介護相当サービス提供体制強化加算Ⅲ１ ウ　サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 要支援１ 単位加算 24

A6 6104 通所介護相当サービス提供体制強化加算Ⅲ２ 要支援２ 単位加算 48

A6 4001 通所介護相当サービス生活機能向上連携加算Ⅰ 単位加算 100

A6 4002 通所介護相当サービス生活機能向上連携加算Ⅱ１ イ　生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 200

A6 4003 通所介護相当サービス生活機能向上連携加算Ⅱ２ 運動器機能向上加算を算定している場合 単位加算 100

A6 6200 通所介護相当サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ 単位加算 20 1回につき

A6 6201 通所介護相当サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ 単位加算 5

A6 6311 通所介護相当サービス科学的介護推進体制加算 単位加算 40 1月につき

(16)事業所評価加算 120

480

150

40(20)科学的介護推進体制加算

(14)口腔機能向上加算
ア　口腔機能向上加算（Ⅰ）

イ　口腔機能向上加算（Ⅱ）

700

200

100

480

100

72

144

50

1,672

3,428

100

（4）通所介護相当サービス費（4）（独自）

ア　生活機能向上連携加算（Ⅰ）（３月に1回を限度）

(11)若年性認知症利用者受入加算 240

（1）通所介護相当サービス費（1）（独自）

（2）通所介護相当サービス費（2）（独自）

（3）通所介護相当サービス費（3）（独自）

160

(10)運動器機能向上加算

(13)栄養改善加算 200

(15)選択的サービス複
数実施加算

480

(12)栄養アセスメント加算

24

20(19)口腔・栄養スクリー
ニング加算

225

376

752

384

395

ア　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（6月１回を限度）

イ　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（6月１回を限度）

88

176

(18)生活機能向上連携加算

(17)サービス提供体制
　　強化加算

48

5

事業所と同一建物に居住する者又は同一
建物から利用する者に通所介護相当サービ
ス（独自）を行う場合

（9）生活機能向上グループ加算

4



千葉市総合事業
サービスコード表

A6 6100 通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅰ ア　介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の 59/1000 加算

A6 6110 通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅱ イ　介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の 43/1000 加算

A6 6111 通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅲ ウ　介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の 23/1000 加算

A6 6113 通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅳ エ　介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウで算出した単位数の 加算

A6 6115 通所介護相当サービス処遇改善加算Ⅴ オ　介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウで算出した単位数の 加算

A6 6118 通所介護相当サービス特定処遇改善加算Ⅰ

A6 6119 通所介護相当サービス特定処遇改善加算Ⅱ

A6 8310 通所介護相当サービス令和3年9月30日までの上乗せ分 所定単位数の 1/1000

定員超過の場合

A6 8001 通所介護相当サービス１・定超 (要支援１) （提供回数が月4回以上） 単位 定員超過の場合 1,170 1月につき

A6 8011 通所介護相当サービス２・定超 (要支援２) （提供回数が月8回以上） 単位 × 2,400

A6 8003 通所介護相当サービス３・定超 (要支援１) （提供回数が月3回以下） 単位 定員超過の場合 269 1回につき

A6 8013 通所介護相当サービス４・定超 (要支援２) （提供回数が月7回以下） 単位 × 277

※同一建物減算は、通所介護相当サービス（通常）の同一建物減算コードを使用する。

看護・介護職員が欠員の場合

A6 9001 通所介護相当サービス１・人欠 (要支援１) （提供回数が月4回以上） 単位 欠員の場合 1,170 1月につき

A6 9011 通所介護相当サービス２・人欠 (要支援２) （提供回数が月8回以上） 単位 × 2,400

A6 9003 通所介護相当サービス３・人欠 (要支援１) （提供回数が月3回以下） 単位 欠員の場合 269 1回につき

A6 9013 通所介護相当サービス４・人欠 (要支援２) （提供回数が月7回以下） 単位 × 277

※同一建物減算は、通所介護相当サービス（通常）の同一建物減算コードを使用する。

1月につき

（2）通所介護相当サービス費（2）（独自）

（1）通所介護相当サービス費（1）（独自）

＜通所介護相当サービス＞続き

384

395 70%

（3）通所介護相当サービス費（3）（独自）

（4）通所介護相当サービス費（4）（独自）

（1）通所介護相当サービス費（1）（独自）

（2）通所介護相当サービス費（2）（独自）

新型コロナウイルス感染症への対応

(21)介護職員処遇改善加算

90%

80%

1,672

ア　介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)　　　　　　　所定単位数の　　　12/1000   加算

イ　介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)              所定単位数の　　　10/1000　 加算
(22)介護職員等特定処遇改善加算

3,428 70%

1,672

3,428 70%

（3）通所介護相当サービス費（3）（独自）

（4）通所介護相当サービス費（4）（独自） 395 70%

384

5



千葉市総合事業
サービスコード表

＜通所介護相当サービス（短時間）＞

A6 1311 通所介護相当サービス１短 (要支援１) （提供回数が月4回以上） 単位 1,170 1月につき

A6 1321 通所介護相当サービス２短 (要支援２) （提供回数が月8回以上） 単位 2,400

A6 1313 通所介護相当サービス３短 (要支援１) （提供回数が月3回以下） 単位 269 1回につき

A6 1323 通所介護相当サービス４短 (要支援２) （提供回数が月7回以下） 単位 277

※同一建物減算は、通所介護相当サービス（通常）の同一建物減算コードを使用する。

定員超過の場合

A6 8007 通所介護相当サービス１短・定超 (要支援１) （提供回数が月4回以上） 単位 定員超過の場合 819 1月につき

A6 8017 通所介護相当サービス２短・定超 (要支援２) （提供回数が月8回以上） 単位 × 1,680

A6 8009 通所介護相当サービス３短・定超 (要支援１) （提供回数が月3回以下） 単位 定員超過の場合 188 1回につき

A6 8019 通所介護相当サービス４短・定超 (要支援２) （提供回数が月7回以下） 単位 × 194

※同一建物減算は、通所介護相当サービス（通常）の同一建物減算コードを使用する。

看護・介護職員が欠員の場合

A6 9007 通所介護相当サービス１短・人欠 (要支援１) （提供回数が月4回以上） 単位 欠員の場合 819 1月につき

A6 9017 通所介護相当サービス２短・人欠 (要支援２) （提供回数が月8回以上） 単位 × 1,680

A6 9009 通所介護相当サービス３短・人欠 (要支援１) （提供回数が月3回以下） 単位 欠員の場合 188 1回につき

A6 9019 通所介護相当サービス４短・人欠 (要支援２) （提供回数が月7回以下） 単位 × 194

※同一建物減算は、通所介護相当サービス（通常）の同一建物減算コードを使用する。

（6）通所介護相当サービス費（6）（独自）

（7）通所介護相当サービス費（7）（独自）

（8）通所介護相当サービス費（8）（独自）

（5）通所介護相当サービス費（5）（独自）

（5）通所介護相当サービス費（5）（独自）

（6）通所介護相当サービス費（6）（独自）

（7）通所介護相当サービス費（7）（独自）

（5）通所介護相当サービス費（5）（独自）

（6）通所介護相当サービス費（6）（独自）

（8）通所介護相当サービス費（8）（独自）

1,170

2,400

269

277

269

277 70%

1,170

2,400 70%

269

277 70%

1,170

2,400 70%

（7）通所介護相当サービス費（7）（独自）

（8）通所介護相当サービス費（8）（独自）

6



千葉市総合事業
サービスコード表

A７  千葉市ミニデイ型通所サービス　サービスコード表（Ｒ３．４．１～）【令和３年４月２７日修正】

＜ミニデイ型通所サービス＞

通常

サービスコード 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

A7 1001 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 2,972 1月につき

A7 1005 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 2,220

A7 1011 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 2,972

A7 1015 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 2,220

A7 1031 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 2,972

A7 1035 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 2,220

A7 1021 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 2,972

A7 1025 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 2,220

A7 1101 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 333 1回につき

A7 1105 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 239

A7 1111 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 333

A7 1115 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 239

A7 1131 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 333

A7 1135 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 239

A7 1121 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 333

A7 1125 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 239

A7 8321 新型コロナウイルス感染症への対応 1 1月につき

A7 8322 新型コロナウイルス感染症への対応 2

A7 8323 新型コロナウイルス感染症への対応 3

A7 8331 新型コロナウイルス感染症への対応 1

A7 8332 新型コロナウイルス感染症への対応 2

A7 8333 新型コロナウイルス感染症への対応 3

A7 8341 新型コロナウイルス感染症への対応 1

A7 8342 新型コロナウイルス感染症への対応 2

A7 8343 新型コロナウイルス感染症への対応 3

A7 8351 新型コロナウイルス感染症への対応 1

A7 8352 新型コロナウイルス感染症への対応 2

A7 8353 新型コロナウイルス感染症への対応 3

※ミニデイ型通所サービス令和3年9月30日までの上乗せ分は、ミニデイ型通所サービス（通常）のコードを使用する。

ミニデイ型通所サービス（災害）令和3年9月30日までの上乗せ分

ミニデイ型通所サービス（災害）令和3年9月30日までの上乗せ分

ミニデイ型通所サービス（災害）令和3年9月30日までの上乗せ分

ミニデイ型通所サービス（80）令和3年9月30日までの上乗せ分

ミニデイ型通所サービス（80）令和3年9月30日までの上乗せ分

ミニデイ型通所サービス（80）令和3年9月30日までの上乗せ分

ミニデイ型通所サービス（70）令和3年9月30日までの上乗せ分

ミニデイ型通所サービス（70）令和3年9月30日までの上乗せ分

ミニデイ型通所サービス（70）令和3年9月30日までの上乗せ分

333

333

ミニデイ型通所サービス１（同一建物減算）(70)

94

752

ミニデイ型通所サービス１（同一建物減算）(災害)

2,972

2,972

ミニデイ型通所サービス２(災害） 333

ミニデイ型通所サービス１(70)

ミニデイ型通所サービス（90）令和3年9月30日までの上乗せ分

ミニデイ型通所サービス１(災害) 2,972

ミニデイ型通所サービス１（同一建物減算）(80) 2,972

ミニデイ型通所サービス１（同一建物減算）(90) 2,972

サービス内容略称

ミニデイ型通所サービス１(90) 2,972

752

2,972 752

ミニデイ型通所サービス２(90) 333

(1)ミニデイ型通所サー
ビス費（1）
要支援2

752

ミニデイ型通所サービス１(80) 2,972

94

(2)ミニデイ型通所サー
ビス費（2）
要支援1・2
(要支援１は、
６回以上の請求不可）

ミニデイ型通所サービス２（同一建物減算）(90) 333 94

ミニデイ型通所サービス２(80) 333

ミニデイ型通所サービス２(70)

ミニデイ型通所サービス２（同一建物減算）(70)

ミニデイ型通所サービス２（同一建物減算）(80) 333 94

ミニデイ型通所サービス２（同一建物減算）(災害） 333

ミニデイ型通所サービス（90）令和3年9月30日までの上乗せ分

ミニデイ型通所サービス（90）令和3年9月30日までの上乗せ分

※自己負担が２割の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が2500～3499単位の場合

※自己負担が３割の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が1～1499単位の場合

※自己負担が３割の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が1500～2499単位の場合

※自己負担が３割の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が2500～3499単位の場合

※災害減免の対象者の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が1～1499単位の場合

※災害減免の対象者の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が1500～2499単位の場合

※自己負担が１割の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が1～1499単位の場合

※自己負担が１割の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が1500～2499単位の場合

※自己負担が１割の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が2500～3499単位の場合

※自己負担が２割の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が1～1499単位の場合

※自己負担が２割の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が1500～2499単位の場合

※災害減免の対象者の場合　ミニデイ型通所サービス費(1)、（2）×回数、（3）、（4）×回数 が2500～3499単位の場合

7



千葉市総合事業
サービスコード表

定員超過の場合

A7 1201 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 定員超過の場合 × 2,080 1月につき

A7 1205 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

A7 1211 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 定員超過の場合 × 2,080

A7 1215 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

A7 1231 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 定員超過の場合 × 2,080

A7 1235 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

A7 1221 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 定員超過の場合 × 2,080

A7 1225 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

※ミニデイ型通所サービス令和3年9月30日までの上乗せ分は、ミニデイ型通所サービス（通常）のコードを使用する。

＜ミニデイ型通所サービス＞続き

A7 1301 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 定員超過の場合 × 233 1回につき

A7 1305 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

A7 1311 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 定員超過の場合 × 233

A7 1315 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

A7 1331 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 定員超過の場合 × 233

A7 1335 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

A7 1321 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 定員超過の場合 × 233

A7 1325 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

※ミニデイ型通所サービス令和3年9月30日までの上乗せ分は、ミニデイ型通所サービス（通常）のコードを使用する。

介護職員が欠員の場合

A7 1401 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 欠員の場合 × 2,080 1月につき

A7 1405 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

A7 1411 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 欠員の場合 × 2,080

A7 1415 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

A7 1431 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 欠員の場合 × 2,080

A7 1435 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

A7 1421 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 欠員の場合 × 2,080

A7 1425 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

A7 1501 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 欠員の場合 × 233 1回につき

A7 1505 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

A7 1511 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 欠員の場合 × 233

A7 1515 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

A7 1531 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 欠員の場合 × 233

A7 1535 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

A7 1521 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 欠員の場合 × 233

A7 1525 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

※ミニデイ型通所サービス令和3年9月30日までの上乗せ分は、ミニデイ型通所サービス（通常）のコードを使用する。

ミニデイ型通所サービス１・定超(70) 2,972

70%

ミニデイ型通所サービス１・定超（同一建物減算）(90) 2,080 752

ミニデイ型通所サービス１・定超(80) 2,972 70%

2,972 70%

2,080

70%

752

752
(1)ミニデイ型通所サー
ビス費（1）
要支援2
※定員超過の場合

ミニデイ型通所サービス１・定超(90) 2,972

ミニデイ型通所サービス１・定超（同一建物減算）(80) 2,080

ミニデイ型通所サービス１・定超（同一建物減算）(災害) 2,080

233 94

ミニデイ型通所サービス２・人欠(災害) 333 70%

94ミニデイ型通所サービス２・人欠（同一建物減算）(災害) 233

70%

ミニデイ型通所サービス２・人欠（同一建物減算）(90) 233 94

ミニデイ型通所サービス２・人欠(80) 70%

ミニデイ型通所サービス２・人欠(90)

70%

ミニデイ型通所サービス２・人欠（同一建物減算）(70)

ミニデイ型通所サービス２・人欠（同一建物減算）(80) 233 94

333

ミニデイ型通所サービス２・人欠(70) 333

(2)ミニデイ型通所サー
ビス費（2）
要支援1・2
(要支援１は、
６回以上の請求不可）
※職員が欠員の場合

333

752

ミニデイ型通所サービス１・人欠(災害) 2,972 70%

ミニデイ型通所サービス１・人欠（同一建物減算）(災害) 2,080 752

ミニデイ型通所サービス１・人欠（同一建物減算）(70) 2,080

70%

ミニデイ型通所サービス１・人欠（同一建物減算）(80) 2,080 752

ミニデイ型通所サービス１・人欠(70) 2,972 70%

2,972

94

ミニデイ型通所サービス１・人欠(90)

(1)ミニデイ型通所サー
ビス費（1）
要支援2
※職員が欠員の場合

2,972 70%

ミニデイ型通所サービス１・人欠（同一建物減算）(90) 2,080 752

ミニデイ型通所サービス１・人欠(80)

70%

ミニデイ型通所サービス２・定超（同一建物減算）(70) 233 94

ミニデイ型通所サービス２・定超(災害) 333 70%

94

ミニデイ型通所サービス２・定超(80) 333 70%

ミニデイ型通所サービス２・定超（同一建物減算）(80) 233 94

ミニデイ型通所サービス２・定超(90)

(2)ミニデイ型通所サー
ビス費（2）
要支援1・2
(要支援１は、
６回以上の請求不可）
※定員超過の場合

333

333

ミニデイ型通所サービス２・定超（同一建物減算）(災害) 233

752

ミニデイ型通所サービス１・定超（同一建物減算）(70)

ミニデイ型通所サービス１・定超(災害)

ミニデイ型通所サービス２・定超（同一建物減算）(90) 233

ミニデイ型通所サービス２・定超(70)

70%

8



千葉市総合事業
サービスコード表

＜ミニデイ型通所サービス（短時間）＞

サービスコード 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

A7 1601 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 2,080 1月につき

A7 1605 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

A7 1611 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 2,080

A7 1615 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

A7 1621 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 2,080

A7 1625 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

A7 1631 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 2,080

A7 1635 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 1,328

A7 1641 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 233 1回につき

A7 1645 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

A7 1651 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 233

A7 1655 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

A7 1661 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 233

A7 1665 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

A7 1671 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 233

A7 1675 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 139

※ミニデイ型通所サービス令和3年9月30日までの上乗せ分は、ミニデイ型通所サービス（通常）のコードを使用する。

定員超過の場合

A7 1701 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 定員超過の場合 × 1,456 1月につき

A7 1705 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 704

A7 1711 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 定員超過の場合 × 1,456

A7 1715 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 704

A7 1721 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 定員超過の場合 × 1,456

A7 1725 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 704

A7 1731 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 定員超過の場合 × 1,456

A7 1735 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 704

※ミニデイ型通所サービス令和3年9月30日までの上乗せ分は、ミニデイ型通所サービス（通常）のコードを使用する。

70%

70%

ミニデイ型通所サービス１短・定超（同一建物減算）(80) 1,456

2,080 70%

752

ミニデイ型通所サービス１短・定超(災害) 2,080 70%

ミニデイ型通所サービス１短・定超（同一建物減算）(災害)

233

1,456 752

ミニデイ型通所サービス１短・定超(70)

752

ミニデイ型通所サービス１短・定超(80)

ミニデイ型通所サービス２短（同一建物減算）(70)

ミニデイ型通所サービス１短・定超（同一建物減算）(70) 1,456

ミニデイ型通所サービス２短（同一建物減算）(災害） 233 94

(3)ミニデイ型通所サー
ビス費（3）
要支援2
※定員超過の場合

2,080

ミニデイ型通所サービス１短・定超（同一建物減算）(90) 1,456 752

ミニデイ型通所サービス１短・定超(90)

2,080

ミニデイ型通所サービス２短（同一建物減算）(80) 233 94

ミニデイ型通所サービス２短(災害）

ミニデイ型通所サービス２短(90)

(4)ミニデイ型通所サー
ビス費（4）
要支援1・2
(要支援１は、
６回以上の請求不可）

233

ミニデイ型通所サービス２短（同一建物減算）(90) 233

ミニデイ型通所サービス２短(70) 233

ミニデイ型通所サービス２短(80) 233

2,080 752

233

ミニデイ型通所サービス１短(災害) 2,080

ミニデイ型通所サービス１短（同一建物減算）(災害) 2,080

94

94

752

ミニデイ型通所サービス１短（同一建物減算）(80) 2,080 752

752

ミニデイ型通所サービス１短(70) 2,080

ミニデイ型通所サービス１短（同一建物減算）(70)

サービス内容略称

ミニデイ型通所サービス１短(90)

(3)ミニデイ型通所サー
ビス費（3）
要支援2

2,080

ミニデイ型通所サービス１短（同一建物減算）(90) 2,080

ミニデイ型通所サービス１短(80) 2,080

9



千葉市総合事業
サービスコード表

＜ミニデイ型通所サービス（短時間）＞続き

A7 1741 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 定員超過の場合 × 163 1回につき

A7 1745 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 69

A7 1751 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 定員超過の場合 × 163

A7 1755 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 69

A7 1761 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 定員超過の場合 × 163

A7 1765 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 69

A7 1771 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 定員超過の場合 × 163

A7 1775 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 69

※ミニデイ型通所サービス令和3年9月30日までの上乗せ分は、ミニデイ型通所サービス（通常）のコードを使用する。

介護職員が欠員の場合

A7 1801 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 欠員の場合 × 1,456 1月につき

A7 1805 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 704

A7 1811 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 欠員の場合 × 1,456

A7 1815 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 704

A7 1821 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 欠員の場合 × 1,456

A7 1825 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 704

A7 1831 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 欠員の場合 × 1,456

A7 1835 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月9回以上） 単位 減算 単位 704

A7 1841 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 欠員の場合 × 163 1回につき

A7 1845 ※自己負担が１割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 69

A7 1851 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 欠員の場合 × 163

A7 1855 ※自己負担が２割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 69

A7 1861 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 欠員の場合 × 163

A7 1865 ※自己負担が３割の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 69

A7 1871 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 欠員の場合 × 163

A7 1875 ※災害減免の対象者の場合 （提供回数が月8回以下） 単位 減算 単位 69

※ミニデイ型通所サービス令和3年9月30日までの上乗せ分は、ミニデイ型通所サービス（通常）のコードを使用する。

752

70%

94

70%

70%

163 94

ミニデイ型通所サービス２短・定超(90) 233 70%

ミニデイ型通所サービス２短・定超(災害) 233

ミニデイ型通所サービス２短・定超（同一建物減算）(90)

2,080

94

70%

ミニデイ型通所サービス１短・人欠（同一建物減算）(90) 1,456 752

94

70%

ミニデイ型通所サービス２短・定超(70)

233

ミニデイ型通所サービス２短・定超（同一建物減算）(80) 163

ミニデイ型通所サービス１短・人欠(90)

ミニデイ型通所サービス２短・定超（同一建物減算）(災害) 163

2,080

752

ミニデイ型通所サービス１短・人欠(80)

70%

ミニデイ型通所サービス２短・人欠（同一建物減算）(90) 163 94

ミニデイ型通所サービス２短・人欠(80)

70%

2,080 70%

2,080

1,456

1,456

ミニデイ型通所サービス２短・人欠（同一建物減算）(70)

233

ミニデイ型通所サービス２短・人欠（同一建物減算）(80) 163

ミニデイ型通所サービス１短・人欠（同一建物減算）(災害)

ミニデイ型通所サービス１短・人欠(70)

ミニデイ型通所サービス１短・人欠（同一建物減算）(80)

94

94

ミニデイ型通所サービス２短・定超（同一建物減算）(70)

233

70%

ミニデイ型通所サービス２短・人欠(70)

233

70%

70%

(3)ミニデイ型通所サー
ビス費（3）
要支援2
※職員が欠員の場合

752

ミニデイ型通所サービス１短・人欠(災害)

(4)ミニデイ型通所サー
ビス費（4）
要支援1・2
(要支援１は、
６回以上の請求不可）
※定員超過の場合

233

163

94

ミニデイ型通所サービス１短・人欠（同一建物減算）(70)

ミニデイ型通所サービス２短・人欠（同一建物減算）(災害) 163

(4)ミニデイ型通所サー
ビス費（4）
要支援1・2
(要支援１は、
６回以上の請求不可）
※職員が欠員の場合

1,456

ミニデイ型通所サービス２短・人欠(90)

ミニデイ型通所サービス２短・人欠(災害)

233

ミニデイ型通所サービス２短・定超(80)

163
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